
期末評価票（評価者評価用）への記入について 

はじめに 

 
 

 

 

 

１．介護キャリア段位制度における評価と「記録」の関係 

「記録」は評価の前提となります 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護キャリア段位制度では、評価項目ごとに評価方法（現認、記録確認、ヒアリング等）を定めてい

ますので、定められた評価方法ごとに、必要となる記録を残します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・内部評価にあたっては、期末評価票（評価者評価用）に評価の根拠を記入していきます。 

・評価者（アセッサー）講習テキストの P41～46（図表 21～24 の記入例）をよく読み、評価者の 

行う評価の根拠が記述内容から第三者が読みとれるように、十分な記入をしていくことが重要です。 

・介護キャリア段位制度では、評価者（アセッサー）が内部評価を行います。 

・その上で、評価の適正な実施を担保するため、評価者（アセッサー）による内部評価結果が、適正に

実施されていたことを「証明」することが求められます。 

・「内部評価の適正性」を第三者に証明するためには、内部評価が適正に実施されたことを証明する 

「記録」が必要になります。 

 ・内部評価結果を、「期末評価票」に、その根拠を記録し、自身が実施した評価内容を「記録」によって、

「保証」できるように記載します。 

①現認（基本介護技術） 

現認によって評価を行う基本介護技術については、適切な介護行為が行われていたかどうかを期 

末評価票に記録することが必要です。「適切な介護行為」とは、「利用者の状態に応じた介護行為」で 

あるため、期末評価票に、「利用者の状態」と「提供された介護行為の内容」を記載することが必要に 

なります。「利用者の状態」と「提供された介護行為の内容」が記録として残されれば、「ある状態の 

利用者に、この介護技術が提供されること」、つまり、提供された介護行為が妥当であるかどうかを、 

第三者が判断し、助言や指導等ができることとなります。 

②記録確認 

記録確認項目については、介護記録・ケア記録・個別介護計画・事故報告書など、事業所・施設で 

作成する記録を確認することで評価を行います。この場合は、内部評価の適正性を第三者に「証明」で

きるように、内部評価終了後も記録を保存しておくことが必要です。 

③ヒアリング 

ヒアリング項目については、期末評価票に、「被評価者に対して行ったヒアリングの内容」を記録す 

ることが必要になります。その際には、評価・OJT 指導に精通した第三者が「評価項目の内容ができて

いるかどうか」を判断できるよう、十分な記録を行うことが必要です。 
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